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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）ドロキシドパ又はその薬学的に許容され得る塩及び放出制御剤を含む多粒子、並び
に
（ｂ）液体ビヒクル
を含む、経口投与用の徐放性液体組成物。
【請求項２】
　前記液体ビヒクルが、７．０未満のｐＨを有する、請求項１に記載の液体組成物。
【請求項３】
　前記多粒子が、
（ｉ）ドロキシドパ又はその薬学的に許容され得る塩及び任意に第１の放出制御剤を含む
第１の多粒子、並びに
（ｉｉ）ドロキシドパ又はその薬学的に許容され得る塩及び第２の放出制御剤を含む第２
の多粒子
を含む、請求項１又は２に記載の液体組成物。
【請求項４】
　前記第１の放出制御剤及び／又は前記第２の放出制御剤が、非ポリマー材料を含む、請
求項３に記載の液体組成物。
【請求項５】
　前記第２の多粒子が、腸溶層をさらに含む、請求項３又は４に記載の液体組成物。
【請求項６】
　前記第１の多粒子が、前記組成物中のドロキシドパ又はその薬学的に許容され得る塩の
総量の約２０％～約４０％を含み、前記第２の多粒子が、前記組成物中のドロキシドパ又
はその薬学的に許容され得る塩の総量の約６０％～約８０％を含む、請求項３から５のい
ずれかに記載の液体組成物。
【請求項７】
　前記液体ビヒクルがｐＨ調整剤を含み、前記ｐＨ調整剤が、前記組成物中のドロキシド
パの安定性を高めるのに十分な量で存在する、請求項１に記載の液体組成物。
【請求項８】
　前記液体組成物が、溶液又は懸濁物である、請求項１から７のいずれかに記載の液体組
成物。
【請求項９】
　前記液体組成物中の総量の≦１４％又は≧５６％の即放型のドロキシドパ又はその薬学
的に許容され得る塩をさらに含む、請求項１から８のいずれかに記載の液体組成物。
【請求項１０】
　５ｍＬ～１００ｍＬの単回用量の前記液体組成物中のドロキシドパ又はその薬学的に許
容され得る塩の総量が、約１００ｍｇ～約３０００ｍｇであり、任意に約１００ｍｇ～約
１８００ｍｇである、請求項１から９のいずれかに記載の液体組成物。
【請求項１１】
　前記液体組成物が、被験体への経口投与後の約４～２４時間又は約４～１６時間という
持続時間にわたって、前記被験体において約０．５μｇ／ｍＬ～５μｇ／ｍＬのドロキシ
ドパ血漿レベルをもたらす、請求項１から１０のいずれかに記載の液体組成物。
【請求項１２】
　前記多粒子が、水分保護層でコーティングされている、請求項１から１１のいずれかに
記載の液体組成物。
【請求項１３】
　前記ドロキシドパ又はその薬学的に許容され得る塩が、前記液体ビヒクルへの懸濁後、
少なくとも７日間にわたって安定である、請求項１から１２のいずれかに記載の液体組成
物。
【請求項１４】
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　有効量のドロキシドパ又はその薬学的に許容され得る塩及び放出制御剤を含む徐放性多
粒子
を含む、経口投与用の固体医薬組成物。
【請求項１５】
　前記固体組成物が、懸濁するためにボトル又はサシェに包装された、請求項１４に記載
の固体組成物。
【請求項１６】
　３７℃及び５０ｒｐｍのＵＳＰ　ＩＩ装置（パドル）において１時間で２０％超のドロ
キシドパが前記組成物から０．１Ｎ　ＨＣｌ中に放出される、請求項１４に記載の固体組
成物。
【請求項１７】
　（ａ）（ｉ）ドロキシドパ又はその薬学的に許容され得る塩及び任意に第１の放出制御
剤を含む第１の多粒子、並びに
（ｉｉ）ドロキシドパ又はその薬学的に許容され得る塩及び第２の放出制御剤を含む第２
の多粒子
を含む多粒子を含む固体組成物、並びに
（ｂ）液体ビヒクル
を含む、薬学的キット。
【請求項１８】
　キャップ付きボトルの形態であって、
前記固体組成物が、前記ボトルのキャップ内のコンパートメントに保存されており、
前記液体ビヒクルが、前記ボトルに保存されている、
請求項１７に記載のキット。
【請求項１９】
　経口液体剤形を製造する方法であって、
請求項１８に記載のキット内の固体組成物を液体ビヒクルと混ぜる工程であって、前記液
体剤形を製造する、工程
を含み、前記組成物を前記液体ビヒクル中に放出するために前記ボトルのキャップ内のコ
ンパートメントを開封することにより、前記固体組成物が液体ビヒクルと混ざる、方法。
【請求項２０】
　被験体を処置するために被験体に経口投与される医薬組成物であって、
有効量の請求項１から１３のいずれか一項に記載の液体組成物を含み、前記被験体が、低
血圧、神経原性起立性低血圧（ｎＯＨ）、透析中低血圧、パーキンソン病症状、パーキン
ソン病に伴う起立性低血圧、パーキンソン病に伴う体位不安定、体位性起立性頻拍症候群
（ＰＯＴＳ）、ダウン症候群、脱髄性疾患、アルツハイマー病、注意欠陥障害、睡眠過剰
、線維筋痛症に伴う疼痛、運動麻痺、運動性失語、尿失禁、認知症、抗利尿、体位性頻拍
症候群、タウオパチー、疲労、頭痛、脳虚血、頭蓋内圧亢進もしくは脳浮腫によって誘導
される神経障害もしくは神経細胞死、癌、排尿、鼻閉、急性疼痛、慢性疼痛を誘導もしく
は促進する細菌感染症、又はそれらの任意の組み合わせの処置を必要とする、医薬組成物
。
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